
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 公 印 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

  平 成 23年 ７ 月 25日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会    

議 長  星 原  卓 次    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 規 程 第 ２ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 公 印 規 程  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 議 会 に お い て 使 用 す る 公 印 の

作 製 、 管 守 及 び 使 用 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 公 印 の 種 類 等 ）  

第 ２ 条  公 印 の 種 類 、 寸 法 、 文 字 、 用 途 及 び 管 守 者 は 、 別 表 の と お り と

す る 。  

（ 公 印 の 作 製 、 使 用 等 ）  

第 ３ 条  公 印 の 作 製 、 使 用 等 に つ い て は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 印 管 理

規 程 （ 平 成 22年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 １ 号 ） の 例 に よ る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 同 規 程 中 「 総 務 課 長 」 と あ る の は 「 事 務 局 長 」 と 、

「 企 業 長 」 と あ る の は 、 「 議 長 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え 、 同 規 程 第 ９ 条

の 告 示 を 要 す る 公 印 は 、 議 会 の 印 及 び 議 長 の 印 と す る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

番 号  種 類  寸 法  文 字  用 途  管 守 者  

１  議 会 の 印  方 45 ミ リ

メ ー ト ル  

大 阪 広 域 水

道 企 業 団 議

会 之 印  

一 般 文 書 用  事 務 局 長  

２  議 長 の 印  方 27 ミ リ

メ ー ト ル  

大 阪 広 域 水

道 企 業 団 議

会 議 長 之 印  

同  同  

３  事 務 局 長

の 印  

方 23 ミ リ

メ ー ト ル  

大 阪 広 域 水

道 企 業 団 議

会 事 務 局 長

之 印  

同  同  

 

 


